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正副各１部を提出してください。（必要な添付資料等は申

請要領を参照してください。）

関係課との協議用書類を提出してください。必要部数は５

部程度です。（部数は案件により異なります。必要な添付

資料等は申請要領を参照してください。）

本課及び関係課との協議事項、訂正事項について通知し

ます。

通知内容に基づき、本課に提出した申請書の訂正及び関

係課との協議を行ってください。（関係課とは直接協議して

ください。）

関係課との協議書の写しを添付し、事前申請要件処理報

告書を提出してください。

事前申請終了通知書を交付します。

正副各１部を提出してください。必要な添付資料等は申請

要領を参照してください。

訂正事項等を連絡しますので、速やかに対応してください。

私道の変更・廃止についての通知書を交付し、変更又は

廃止した旨の公告をします。

事前相談書を提出してください。必要に応じて現地を確認

し、廃止等を禁止又は制限する可能性を確認します。廃

止等が可能な場合、廃止等承認申請（接道がなくなる敷

地がある場合）又は廃止等申請（全ての敷地が他道路で

接道できる場合）のどちらになるかお知らせします。

約40日

約1ヶ月

約2週間

速やか

に訂正

した場

合約20

日

※明らかに関係課との協議が不要であると考えられる場合には、事前申請を省略する場合があり

ます。

※所要日数はおおよその目安です。


